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令和７年度沖縄地方最低賃金審議会  

第５回沖縄県最低賃金専門部会 議事録 

 

１ 開催日時 令和７年８月８日（金） 13：57～17：00 

 

２ 場  所 那覇第２地方合同庁舎１号館 共用大会議室（２階） 

 

３ 出席者 

  公益代表委員   ３名（上江洲純子、金城智誉、城間貞 敬称略） 

  労働者代表委員  ２名（石川修治、知花優 敬称略） 

  使用者代表委員  ３名（喜友名朝弘、田端一雄、津波古透 敬称略） 

  事務局      ４名（岡崎労働基準部長、崎原賃金室長、喜友名賃金室長補佐、伊計係員） 

 

４ 議題等 

(1) 改正額調整 

(2) その他 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

令和７年度沖縄地方最低賃金審議会 

第５回沖縄県最低賃金専門部会（議事録） 

 

崎原賃金室長 

 皆さん、こんにちは。 

定刻前ではございますが、皆さん揃いましたので、これより「令和７年度沖縄地方最低賃金審議会 

第５回沖縄県最低賃金専門部会」を始めさせていただきます。 

本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

始めに、各委員の出欠の状況ですが、労働者側の照喜名委員は所用のため欠席でございます。 

よって、公益代表委員が３名、労働者代表委員が２名、使用者代表委員が３名となりまして、本審

議会は最低賃金審議会令第５条第２項の定足数を満たしていることをご報告いたします。 

では、これからの議事進行につきましては、上江洲部会長にお願いしたいと思います。 

 

上江洲部会長 

 改めまして、皆様こんにちは。 

それでは、第５回沖縄県最低賃金専門部会を開催したいと思います。 

まず、議事録署名人をお願いしたいと思います。 

労働者側委員は、石川委員、お願いいたします。 

使用者側委員は、田端委員、お願いいたします。 

 

（了解） 

 

上江洲部会長 

 早速ですが、次第１「額の調整」となっています。 

その前に、事務局から何かありましたらお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

崎原賃金室長 

前回の専門部会で、田端委員からのご質問について、現在の進捗と回答になります。田端委員から

３つ質問頂きました。 

１つ目が、Ｃランクの目安が今回、64円（6.7％）と示されておりますが、消費者物価指数対前年上

昇率の4.1％から、何を根拠に、どのように積み上げて、目安の6.7％となったのか、その過程を確認

したいというご質問でしたけれども、ただいま厚生労働省に照会をかけておりまして、回答待ちとな

っております。 

２つ目の質問ですが、消費者物価指数のうち、「頻繁に購入する品目」、「１か月に１回程度購入

する品目」、「基礎的支出項目」の沖縄県のデータはありますかというご質問ですけれども、結論か

ら申し上げると３つについての都道府県別のデータは残念ながらございません。 
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前回の本審での中賃の藤村会長がビデオメッセージで言われたのは、統計資料の都道府県別のデー

タについて、都道府県別になっているものがあるかどうかをまとめた資料が各労働局に示されている

というものでして、先ほどの３つの都道府県別のデータについてはございません。 

ただ、どの資料にあってどの資料にないというデータになっていますので、それ以外のものであれ

ば沖縄県のデータの有無について確認できるというものです。 

その際はお申し付けいただきたいのですが、残念ながらご希望のデータについては提供ができない

という結果でございます。 

 ３つ目のご質問についてです。 

地域間格差の是正について、最低賃金法上、根拠はあるのかというご質問でしたけれども、こちら

についても厚生労働省に照会中でございまして、まだ回答がありませんので、回答があり次第ご回答

したいと思っております。 

 それから、本審でありました石川委員からのご質問について、年収の壁対策の申請件数等について

は、現在、公表されていないということですので、今の段階ではお答えできないという回答になりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

上江洲部会長  

ただいま事務局から前回の専門部会あるいは本審の質問について、回答の進捗状況についての説明

がございました。 

これを受けて、委員の方からさらに確認や質問はありますでしょうか。 

 

（田端委員挙手） 

 

上江洲部会長 

 田端委員。 

 

田端委員 

はい、今の回答で照会中はいいのですが、２つ目の回答について、消費者物価指数のうち、「頻繁

に購入する品目」、「１か月に１回程度購入する品目」、「基礎的支出項目」について、各県のデー

タはないということでしたが、中賃の答申の中ではそれぞれＡＢＣランクを判断するにあたっての材

料は、これを用いたと言っているので、各県のデータの積み上げの結果だと思うのですが、それがな

いというのは理解できないんですけれども。 

 例えば、全国のデータはあるけれども、各県のデータがないというのはデータが積み上げがされて

いるのかが怪しくなってくるのですが、これはどういうことなのでしょうか。 

 

崎原賃金室長 

 今のお話は質問１に関連してくるものでしょうか。 
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田端委員 

 質問２のことです。 

消費者物価指数のうち、「頻繁に購入する品目」、「１か月に１回程度購入する品目」、「基礎的

支出項目」で各都道府県のデータはないというものですが、このデータはどんな形でどういう調査を

して出したのかを教えていただきたいと思います。 

 基本的には、各都道府県のデータを積み上げたものだと理解しているのですが、積み上げていない

ということであればどういう形で出したのかを教えていただければと思います。 

 

（岡崎労働基準部長挙手） 

 

上江洲部会長 

 はい、岡崎部長、お願いいたします。 

 

岡崎労働基準部長 

 はい、ご指摘ありがとうございます。 

 前回のご質問を受けまして、当局として本省に確認をいたしましたので、間違いはないと思います

が、念のため、今一度確認をさせていただきまして、後ほどご報告させていただきたいと思います。 

 

田端委員 

 「頻繁に購入する品目」、「１か月に１回程度購入する品目」、「基礎的支出項目」というのをど

ういう調査をしてこのデータを出したか、具体的な算出した経過も含めて詳細に教えていただければ

と思います。 

 

崎原賃金室長 

 はい、承知いたしました。 

 

上江洲部会長 

 質問２の回答でございましたけれども、それに追加のご質問がなされたということで田端委員、よ

ろしいでしょうか。 

 

（田端委員、了解） 

 

上江洲部会長 

 他にございますか。 

 

（特になし） 
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上江洲部会長 

 よろしいでしょうか。 

 では、この後は次第１の「改正額の調整」に入ることにしたいと思います。 

 前回、労使双方から出されている額の提示について、労働者側104円引き上げの1,056円、使用者側

29円引き上げの981円の改正額の提示をいただいております。 

それぞれの考え方などについては、公益委員が入らせていただいてご意見を頂戴したり、質問に対

する答えをさせていただきました。 

それを踏まえまして、労使双方には、再調整をお願いいたしまして、本日改めて額の提示をお願い

するということにしております。 

ここからは、一旦休会とさせていただきまして、公益委員が労使それぞれに個別に話し合いを持た

せていただきたいと思いますがよろしいですか。 

開始早々で申し訳ないですけれども、傍聴人のみなさまは、休会中は一旦退出していただくことに

なります。 

よろしくお願いいたします。 

 それでは、休会といたします。 

 

（休会） 

 

(傍聴人退出) 

 

（二者協議） 

 

（二者協議終了後、事務局は傍聴人の再入室を案内） 

 

上江洲部会長 

 それでは、再開いたします。  

公益委員もそれぞれに入らせていただきまして、調整をいたしました。 

 その結果、本日慎重に検討して、労働者側からは92円引上げの1,044円、使用者側からは34円引

上げの986円の提示がございまして、まだ差が開いておりますので、これにつきましては、次回また

継続して調整をさせていただきたいと思います。 

ここまで全体を通して、労使各委員から何かありましたらご発言をお願いいたします。 

 

（特になし） 

 

上江洲部会長 

 ではこれを踏まえて、再度調整させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 最後、次第２「その他」となっております。  

 事務局、何かございますか。  

 

崎原賃金室長 

今後の日程の確認になります。 

８月12日（火）には第６回専門部会を15時 30分から開催することは既にご了承いただいていると

ころですが、その次の日程について、審議状況にもよりますがご検討のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

上江洲部会長 

 はい、ありがとうございます。 

次回12日につきましては、時間について、15時30分開始ということで既に調整済みです。 

本審は14日、18日の確保をお願いしますということを他の委員にも伝えています。 

本審がどうなるかはまだ見えてこないところですが、本審開催もにらみつつ、専門部会は14時開始

がいいのかなと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

（了解） 

 

上江洲部会長 

 では、14日につきましては、14時開始、本審の委員の方には14日にもし本審を開催する際には16

時を開始目途とお伝えいただければと思います。 

それで14日に結審するのかどうかです。 

結審した場合には本審になりますけれども、本審の委員には18日も日程を確保いただいておりまし

て、もしも18日開催でも14時専門部会開始、16時本審開始でよろしいでしょうか。 

次回12日の状況を見ながら、14日の本審についてどうなるかというのが見えてくると思いますの

で、その際に調整させていただきますけれども、14日、18日ともに、専門部会については14時開始

の想定でお願いしたいと思います。 

他に何かあれば、なければ終了となりますが、よろしいでしょうか。 

 

（特になし） 

 

上江洲部会長 

では、本日の第５回専門部会を閉会したいと思います。 

８月12日は15時 30分から第６回の専門部会を開催いたします。 

引き続き、額の調整を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

お疲れ様でした。 

 


